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1. はじめに
現在、図書館を取り巻く環境は大きく変わろうとし

ている。2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、多くの公立図書館が一時的に休館せざるを
得ない状況にあった（E2283 参照）。休館中、そして
開館後もオンラインサービスを模索するなど、全国の
公立図書館では新たな取組を積極的に推進する必要に
迫られている。このように激変する環境においては、
新たな事業領域への戦略的な投資が求められる。その
際、過去を踏襲する予算計画では対応できないために、
重要となるのは設置主体外からの外部資金の獲得であ
る。日本の公立図書館が獲得できる外部資金には、政
府からの補助金、民間からの寄付・募金（CA1915 参照）、
雑誌スポンサー制度のほか、近年では命名権（E2202、
CA1916 参照）やクラウドファンディング（CA1917 参照）
といった手段が挙げられる（1）。なかでも、2020 年 5 月
に創設された「新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」（2）の活用事例には、「図書館パワーアッ
プ事業」が含まれており、この時期に日本政府が特定
領域に交付金を投じたことは日本の公立図書館への強
いメッセージと受け取れる。

本稿では、公立図書館の設置・整備に関する外部資
金と公立図書館のサービスの充実に関する外部資金に
ついて取り上げ、特に、現在の公立図書館に関する補
助金、交付金、助成金を中心に活用事例とともに説明
する。1997 年度限りで廃止された「公立社会教育施設
整備費補助金」以降の外部資金を概観することで、各
図書館の状況に応じてさまざまな資金を獲得する機会
を知る契機になることを期待する。 

2. 公立図書館の設置に関する補助金等の種類
文部科学省の「公立社会教育施設整備費補助金」は、

1976 年以降、生涯学習の重要な拠点である公立図書館
の整備が進んでいない地方公共団体を主な対象に提供
されていた。しかし、同補助金は、1997 年 7 月の地
方分権推進委員会の勧告により、地方公共団体の自主
性・自立性を高める観点から廃止された（3）。日本政府
はこれに代わるものとして、2000 年に「過疎地域自立
促進特別措置法」を制定したが、その際、公立図書館
は対象外となっていた。公立図書館が対象となったの
は、2010 年の改正（改正過疎法）からである（4）。これ

には、北海道置戸町立図書館の活動が貢献している。
置戸町立図書館は新図書館建設にあたり、過疎債対象
施設に公立図書館が含まれていなかったことから、図
書館条例を廃止し「生涯学習情報センター」と名称を
変更して財源確保に努めた。同時に町議会で過疎法に
おける補助対象に図書館を含めるよう政府に要請する
など、図書館復活に向けた活動を展開した（5）。2021 年
4 月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措
置法」が制定され、現在は公立図書館が整備の対象に
含まれている（6）。

また、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」は、
2010 年 3 月に都市環境の改善と住生活の安全等を目的
に創設され、地方公共団体等が行う社会資本の整備と
その他の取組を支援している（7）。2013 年度以降、同交
付金は成長力強化や地域活性化を図る事業を主な対象
とした。このなかで図書館は市街地再開発事業の公益
的施設の社会教育施設に含まれる。

公立図書館の設置に関する資金の出所については、
2008 年に濱田が「公立図書館設置に向けた市町村の取
組等に関する調査」を実施している（8）。この調査では、
2002 年 1 月以降に公立図書館の未設置を解消した全国
の市町村を対象として、当該図書館136館の調査を行っ
ており、105 館について設置の経緯や交付金等の活用
を明らかにしている。その他には、都道府県による「図
書館建設促進費補助金」「市町村総合補助金・地域政
策補助金・自治振興事業補助金」を活用しているもの
も比較的多いことがわかる。なお、都道府県が設けて
いる補助金は、各都道府県で名称や補助対象の事業も
異なるためそれぞれ確かめる必要がある。

3.  公立図書館サービスの充実に関する補助金・交付金・
助成金の種類 
総務省の「住民生活に光をそそぐ交付金」は、2010

年度の補正予算に盛り込まれた「地域活性化交付金」
の 3,500 億円から 1,000 億円が割り当てられ、公立図
書館は交付金の使途の一つである「知の地域づくり」
に含まれた（9）。図書館関連の事業件数の総数（あらゆ
る館種が含まれる）は 4,485 件（うち公立図書館は 2,004
件）にも上り、多くの地方公共団体でこの資金を活
用したことがわかる（10）。事業の内訳で図書の購入が
45.8％で最も多く、資料のデジタル化は 0.4％程度しか
なかった。公立図書館の基盤である図書に投資するこ
との重要性は理解できるが、将来への戦略的な投資で
あることを考慮すると資料のデジタル化といった通常
の予算ではなかなか実施できないサービスの創造にも
多くの投資がされることが望ましかった。

2015 年度から国は地方の人口減少を抑制するため
に地方創生の政策を打ち出し、その一環として、交付＊筑波大学図書館情報メディア系
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金の制度を設けた（11）。地域の雇用創生に重点を置き
ながら、効果の発現が高い事業を対象とした内閣府
の「地方創生加速化交付金」の交付対象事業として、
2015 年度には福島県浪江町・大熊町・双葉町の「震
災アーカイブス事業」と北海道幕別町の「図書館を核
とした活字と笑いで活気あるまちづくり事業」が選定
された（12）。一方で、その後の地方創生に関わる主な
交付金（「地方創生拠点整備交付金」（2016 年度から
現在）、「地方創生推進交付金」（2016 年度から現在））
では、図書館事業を主要な交付目的としていないが、
一部の地方公共団体では副次的な効果として図書館に
触れ、例えば宮崎県椎葉村のように図書館の整備を
行った事例もある。

内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金」は 2020 年度に創設された臨時交付金で、
第一次補正予算から第三次補正予算まで合計 4 兆 5,000
億円が全都道府県・全市区町村を対象として交付され
たものである（13）。新型コロナウイルス感染症への対応
に必要なものであれば、使途に制限がないことが特徴
である。第三次補正予算の交付は完了しているが、予
備費については今後も交付するとしている。各地方公
共団体の事業についてはポータルサイトで公表されて
いる（14）。 

地方公共団体への補助事業については、内閣府の
ウェブサイトでまとめられているが、現在明示的に公
立図書館を対象としたものは見受けられない（15）。こ
の中でも、まちづくりや社会教育をキーワードとして
いるものについては、補助事業の内容をよく精査し自
らの図書館が必要とする新しい事業に適合する場合に
は、地方公共団体内の関連部局などとも事前によく調
整し活用することができるだろう。このためには日頃
より経営努力にいそしみ、地域に密着し市民のニーズ
をくみ取ることで、将来的に自館がどのような新しい
事業を創造していくべきかを検討しておく必要がある。

その他、毎年行われており、新規事業のための安定
的な資金としては民間財団等による助成金があげられ
る。代表的なものとして、図書館振興財団は、毎年度
テーマを設け、図書館の振興を目的とした事業につい
て助成を行っている。2021 年度の振興助成事業の対
象は 13 件、総額 5,789 万 9,974 円である（16）。振興助成
事業のほか、提案型助成事業についても募集している
ため多様な事業のスタートアップに活用できるといえ
る。また、国立青少年教育振興機構は、子どもの健全
な育成を図ることを目的として、子どもゆめ基金によ
る助成を行っている（17）。読書活動の推進に関連する取
組に交付されるが、地方公共団体は対象ではない。地
域のボランティア団体が助成を受けることで図書館の
利用の活性化につながるものであるといえる。

 4. 補助金・交付金の活用事例
図書館の整備に関する交付金の活用事例では、岡山

県鏡野町が 2008 年度から「電源立地地域対策交付金」
を活用し、福祉対策措置の「図書館維持運営事業に対
する補助金」によって町民の生涯学習の拠点となる町
立図書館の整備を実施している（18）。

国土交通省の「社会資本整備総合交付金」を活用し
た代表的な事例としては、オガールプラザ（岩手県紫
波町）、オーテピア高知図書館（高知県高知市）やみ
んなの森ぎふメディアコスモス（岐阜県岐阜市）など
が挙げられる（19）。また、先述の通り、「改正過疎法」
の事例として北海道置戸町立図書館がある。
「住民生活に光をそそぐ交付金」の事例として、設

置条例とともに施設の拡充と資料の充実に活かし、公
民館図書室を公立図書館とした岡山県吉備中央町図書
館などがある（20）。
「地方創生加速化交付金」および「地方創生推進交付

金」では前述の北海道幕別町が「図書館を核とした活
字と笑いで活気あるまちづくり事業」を行っており、
図書館でのストレス測定と落語会、相談会の開催に
よる予防医療モデルの啓発を目的としている（E1878
参照）（21）。

2020 年度の「新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金」における「図書館パワーアップ事業」
の事例として、福島県国見町では図書 229 冊を購入し、
子どもの読書環境充実のため保育所、幼稚園、小学
校、中学校に貸出を行った（22）。同様の事例として、千
葉県八千代市では、在宅中の子どもへの読書支援とし
て、市内在住、在勤、在学の 18 歳以下の子どもに対
し、臨時休館中の図書館から図書の郵送貸出を実施し
た。また、八千代市では、電子図書館拡充事業として、
44 万円をあて、読書環境の充実を図るとともに外出の
抑制につなげる目的で電子図書館を拡充した（23）。実際
に、コロナ禍で非来館型の図書館サービスである電子
図書館への期待が高まり、電子図書館サービスの導入
館が急増している（24）。

図書館振興財団の助成金の活用事例は、機関誌『図
書館の学校』で報告されている（25）。2019年度は12の事
業に対し、6,998万7,228円の助成が行われており、「ICT
化推進」「特定コレクションに基づく図書館サービス
の向上」などのテーマのもとで活用されている。例え
ば、和歌山県有田川町教育委員会を対象とした事業で
は2019年4月から2020年3月までに900万円が助成され、
蔵書へのICタグ付与をはじめ、ICゲート、貸出機の設
置を進めた（26）。一方で課題として、読取性能の調整と
職員の業務効率化の実現をあげており、継続的な取組
が必要である。また、滋賀県近江八幡市立近江八幡図
書館では、同期間で600万円の助成を受け、デジタル
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アーカイブ事業を行った。貴重書を多く所蔵している
ため、そのデジタル化による提供と適切な保存を実施
しているが、一度の助成で対応しきることは難しいた
め、今後も継続する必要があるとしている（27）。

5. 補助金を活用したサービスのその後の状況
図書館振興財団の助成事業報告をみても、助成に

よって新たな事業を実施したり、業務の効率化のため
の整備ができたりと有効に活用されている一方、助成
を受けたあとも継続的な取組が必要であることが示
されている。これは補助金、助成金かを問わず、最も
重要な点であるといえる。継続的な取組となったもの
として、例えば、「住民生活に光をそそぐ交付金」を
基礎に新しいサービスを創造した愛知県田原市図書館
がある。同館は、高齢者福祉施設への訪問サービス

「元気はいたつ便」を定着させ、厚生労働省の老人保
健健康増進等事業の「認知症の私と輝く」大賞を受賞
している（28）。戦略的投資によるサービス創造の段階か
ら、組織体制を整えた安定的な運用の仕組みづくりを
することが、持続的なサービス展開につながっている
と考えられる（29）。

6. おわりに
日本の公立図書館は既に厳しい予算状況にあり、そ

れもさらに削減されていく傾向にある。このような環
境下で内向きになり新たな経営資源獲得の活動をしな
ければ、経済合理性の視点から経費削減に目を奪われ、
それに終始することになる。これでは、日本の公立図
書館に未来はない。図書館の職員は市民の声に耳を傾
け自らの知恵を絞り、ここで紹介したような政府から
の補助金などを未来への投資として、積極的に獲得し
ていく外向きの姿勢がより一層求められる。自らの事
業にうまく適合する外部資金がない場合は、政府や関
連団体などに要求していくロビー活動も重要となるだ
ろう。そして、このような外部資金獲得の機会を逃さ
ないためには、日頃からの情報専門職としての自己研
鑽とともに、年度予算による持続的な図書館経営を維
持するための地方公共団体内での広報活動、さらには
将来にわたる経営計画やサービス計画を立案しておく
という不断の努力が欠かせない。
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